
（ 　新規　・　継続 　）

対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

（１）実施予定の市民参加について

市民参加手続

（２）市民参加スケジュール（予定）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 10月～3月

パブリックコメント

市民説明会

市民参加事前シート 　　　　　　　　　　　　部署名（　安心安全課　）

狛江市国土強靭化地域計画

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

狛江市国土強靭化地域計画の修正

　令和７年６月　　～　　令和８年３月

実施予定時期
実施予定公表
時期・媒体

参加を想定する対象者 その他特記事項 左記の市民参加手続・実施時期を選択した理由

令和６年度 令和７年度 令和８年度

４月～９月 10月～3月 ４月 ４月～９月

パブリックコメント 12月中旬～１月中旬 12月上旬・市HP
市内在住・在学・在勤の方、
市内に事業所等を有する方

市民参加手続理由
・多くの市民の方の意見を取り入れるため
実施時期理由
・各課からの資料とりまとめや内部調整等を実施し、庁内検討
委員会を複数回実施するため

市民説明会 12月中旬～１月中旬 12月上旬・市HP
市内在住・在学・在勤の方、
市内に事業所等を有する方

市民参加手続理由
・市民の声を直接聞く場所を設けるため
実施時期理由
・各課からの資料とりまとめや内部調整等を実施し、庁内検討
委員会を複数回実施するため

市民参加手続

参考資料２



（ 　新規　・　継続 　）

対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

（１）実施予定の市民参加について

市民参加手続

（２）市民参加スケジュール（予定）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 10月～3月

審議会等

審議会等

パブリックコメント

市民説明会

市民参加事前シート 　　　　　　　　　　　　部署名（　安心安全課　）

狛江市国民保護計画

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

狛江市国民保護計画の修正

　令和７年12月　　～　　令和８年２月

実施予定時期
実施予定公表
時期・媒体

参加を想定する対象者 その他特記事項 左記の市民参加手続・実施時期を選択した理由

令和６年度 令和７年度 令和８年度

４月～９月 10月～3月 ４月 ４月～９月

審議会等
①R7.10
➁R8.1

①R7.9・市HP
②R8.1・市HP

狛江市国民保護協議会委員16名

・左記の市民参加手続を選択した理由
　国民保護法第39条に基づき、計画修正を協議会に諮問する必要があるため。
・実施時期を選択した理由
　都計画の修正スケジュール（令和７年６月末に修正）を踏まえ、下半期の実施を予
定したもの。

審議会等
①R7.10～11
➁R8.1

①R7.10・市HP
②R8.1・市HP

狛江市国民保護協議会幹事13名
①は狛江市国民保護協議会①の実施後に開催
②は狛江市国民保護協議会②の実施前に開催

・左記の市民参加手続を選択した理由
　計画修正に係る重要事項について審議、協議するため、国民保護協議会と併せて幹
事会の開催が必要があると判断したため。
・実施時期を選択した理由
　東京都国民保護計画の修正スケジュール（令和７年６月末に修正）を踏まえ、下半
期の実施を予定したもの。

パブリックコメント R8.2～R8.3
R8.2・広報こま
え、市HP

市内在住・在学・在勤の方、
市内に事業所等を有する方

・左記の市民参加手続を選択した理由
　趣旨、目的、内容等について市民の意見を受けることが必要と判断したため。
・実施時期を選択した理由
　狛江市国民保護協議会による諮問答申後に実施することにより、重要事項が整理さ
れた後の素案について意見を募集できると判断したため。

市民説明会 R8.2
R8.2・広報こま
え、市HP

市内在住・在学・在勤の方、
市内に事業所等を有する方

・左記の市民参加手続を選択した理由
　趣旨、目的、内容等について周知する必要があると判断したため。
・実施時期を選択した理由
　パブリックコメント実施期間中に計画の趣旨等を周知し、意見反映に活かす必要が
あると判断したため。

市民参加手続

第１回

第２回 第２回

第２回



（ 　新規　・　継続 　）

対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

（１）実施予定の市民参加について

市民参加手続

（２）市民参加スケジュール（予定）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 10月～3月

審議会等

パブリックコメント

市民説明会

ワークショップ

市民参加事前シート 　　　　　　　　　　　　部署名（　子ども若者政策課　）

（仮称）子ども条例

(２)　市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

子どもの視点に立った施策を総合的に推進していくために、子どもに関する各分野において、重視すべき基本的視点を一元的に規定するとともに、狛江市の子どもたちの権利の保障や、心も体も
健やかに育つ環境整備のためにも、その理念を市全体で共有する仕組みになるものとして（仮称）子ども条例を制定する。

　令和７年４月　　～　　令和７年10月

実施予定時期
実施予定公表
時期・媒体

参加を想定する対象者 その他特記事項 左記の市民参加手続・実施時期を選択した理由

令和６年度 令和７年度 令和８年度

４月～９月 10月～3月 ４月 ４月～９月

審議会等
４月～10月において６回
程度開催

開催日直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：会
議の開催」

有識者、関係機関、公募市民委
員

条例の制定について、専門的な視点から検討を行うため、市長
の附属機関である本会議体に諮問することが適当であると考え
たため。

パブリックコメント ９月頃

実施時期直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：パ
ブリックコメン
ト」

市内在住・在学・在勤の方、市
内に事業所等を有する方

条例案を周知し、条例案段階での意見を広く募集することが有
効であると考えたため。

市民説明会 ９月頃

開催日直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：市
民フォーラム・シ
ンポジウム・市民
説明会等」

市内在住・在学・在勤の方、市
内に事業所等を有する方

パブリックコメント実施に併せて、条例案の概要を説明する機
会を設定することが有効であると考えたため

ワークショップ
６月～７月において４回
開催

広報こまえ５月15
日号及びこまえ子
育てねっと

市内在住・在学・在勤の方 子ども向けと大人向けを開催する。
条例案の検討段階において、当事者である子どもや大人から直
接意見を聴く機会を設けることが有効であると考えたため。

市民参加手続



（ 　新規　・　継続 　）

対象事項

対象区分
（条例第５条第１項）

概要

実施期間

（１）実施予定の市民参加について

市民参加手続

（２）市民参加スケジュール（予定）

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 10月～3月

審議会等 第２回 第３回 第４回 第５回

パブリックコメント

市民参加事前シート 　　　　　　　　　　　　部署名（　下水道課　）

狛江市下水道総合計画の改定

(１)　市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更

平成21年度に策定され、平成25年度に一部改訂を行った狛江市下水道総合計画について、改定を行う。
狛江市の下水道の基本理念及び目指す姿を整理し、具体的な目標及び施策を示すものである。

　令和７年１月　　～　　令和８年３月

実施予定時期
実施予定公表
時期・媒体

参加を想定する対象者 その他特記事項 左記の市民参加手続・実施時期を選択した理由

令和６年度 令和７年度 令和８年度

４月～９月 10月～3月 ４月 ４月～９月

審議会等
令和７年１月から令和７
年12月中に４回

開催日直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：会
議の開催」

識見を有する者、公募市民、市
職員

狛江市下水道総合計画策定庁内検討委員会を設置

下水道及び公営企業会計の専門的知識が必要となることから識
見を有する方のご意見を頂戴するとともに、身近な下水道につ
いて市民の意見を取り入れながら議論することが望ましいと考
えたため。

パブリックコメント 令和７年11月頃

実施時期直近の広
報、市HP「参加と
協働のひろば：パ
ブリックコメン
ト」

市内在住・在学・在勤の方、市
内に事業所等を有する方

素案作成までの期間をなるべく確保し、また、素案を周知し、
素案段階での意見を広く募集することが有効であると考えたた
め

市民参加手続


